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【手続補正書】
【提出日】平成29年6月20日(2017.6.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
（３）上記形態の半導体装置において、前記底面膜部の厚さは、前記側面膜部の厚さ以上
であってもよい。この形態によれば、溝部の底面における第１の半導体層の界面に発生す
る電界集中を、第１の絶縁体の底面膜部によって効果的に緩和できる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　半導体装置１００の半導体層１１２は、半導体層１１１の＋Ｚ軸方向側に位置し、Ｘ軸
およびＹ軸に沿って広がる第２の半導体層である。本実施形態では、半導体層１１２は、
窒化ガリウム（ＧａＮ）から主に成る。本実施形態では、半導体層１１２は、ｐ型の特性
を有するｐ型半導体である。本実施形態では、半導体層１１２は、マグネシウム（Ｍｇ）
をアクセプタ元素として含有する。本実施形態では、半導体層１１２に含まれるマグネシ
ウム（Ｍｇ）濃度の平均値は、約４×１０１８ｃｍ－３である。本実施形態では、半導体
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層１１２の厚さ（Ｚ軸方向の長さ）は、約１．０μｍである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　半導体装置１００の配線電極１６０は、絶縁膜１５０の上に形成された電極である。配
線電極１６０は、絶縁膜１５０を貫通しソース電極１４６の各々に接続する接続部を有す
る。本実施形態では、配線電極１６０は、アルミニウム（Ａｌ）から主に成る。本実施形
態では、配線電極１６０は、段差部１２６において絶縁膜１５０と共にフィールドプレー
ト構造を形成する。これによって、段差部１２６に現れるｐｎ接合界面の端部における電
界集中を緩和できる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　絶縁膜１３０の絶縁膜１３１は、側面膜部１３１ｓと、底面膜部１３１ｂと、上面膜部
１３１ｔとを有する。絶縁膜１３１の側面膜部１３１ｓは、トレンチ１２２の側面１２２
ｓに形成された膜部である。絶縁膜１３１の底面膜部１３１ｂは、トレンチ１２２の底面
１２２ｂに形成された膜部である。絶縁膜１３１の上面膜部１３１ｔは、半導体層１１３
の＋Ｚ軸方向側の表面に形成された膜部である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　図３における厚さＴｈ１は、絶縁膜１３２の部位のうち角部１２２ｃに位置する部位に
おける底面膜部１３１ｂの表面を基準とする厚さである。図３における厚さＴｈ２は、絶
縁膜１３２の部位のうち半導体層１１２との間に底面膜部１３１ｓを挟む部位における底
面膜部１３１ｓの表面を基準とする厚さである。厚さＴｈ１は、厚さＴｈ２より大きい。
言い換えると、底面膜部１３２ｂの膜厚は、側面膜部１３２ｓの膜厚より厚い。本実施形
態では、厚さＴｈ１は１００ｎｍ（ナノメートル）であり、厚さＴｈ２は３０ｎｍである
。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９８】
　半導体装置１００Ｅの絶縁膜１３０Ｅは、トレンチ１２２Ｅの形状に応じた絶縁膜１３
１Ｅおよび絶縁膜１３２Ｅを備える。絶縁膜１３０Ｅの絶縁膜１３１Ｅは、トレンチ１２
２Ｅの形状に応じて形成された点を除き、第１実施形態の絶縁膜１３１と同様である。絶
縁膜１３０Ｅの絶縁膜１３２Ｅは、側面膜部１３２ｓおよび上面膜部１３２ｔを有しない
点、角部１２２ｃにおいて部分的に厚い点を除き、第１実施形態の絶縁膜１３２と同様で
ある。本実施形態では、絶縁膜１３２Ｅは、絶縁膜１３１Ｅにおける底面膜部１３１ｂの
全域にわたって形成され、角部１２２ｃにおいて部分的に厚い。
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